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高松市監査委員告示第３５号        

 

 地方自治法第１９９条第２項，第５項および第７項の規定により監査を実施

したので，その結果に関する報告を，同条第９項の規定により，次のとおり公

表します。  

 

  平成１８年１１月１７日  

                          

               高松市監査委員   北 原 和 夫  

同       吉   田   正 己  

                              同               住 谷 幸 伸  

               同               伏 見 正 範  

 

平成１８年度財政援助団体監査結果報告について  

 

第１  財政援助団体（高松市連合自治会連絡協議会）監査の結果に関する報告  

 １  監査の結果に関する報告  

   監査の対象および期間  

対          象  

部局および団体  事    務  
期     間  

市 民 部  
地 域 振 興 課  

平成１７年度および平成１８年

４月１日から同年８月２７日ま

での高松市連合自治会連絡協議

会に財政的援助を与えているも

のの出納その他の事務  

高 松 市  
連 合 自 治 会  
連 絡 協 議 会  

平成１７年度および平成１８年

４月１日から同年８月２７日ま

での高松市の財政的援助に係る

ものの出納その他の事務  

平 成 １ ８ 年 ８ 月 ２ ８ 日 か ら  
同年１０月５日まで  

   

 

 

（ 案 ）
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     監査の方法  

平成１７年度および平成１８年度に執行した当該財政的援助に係る出

納その他の事務の執行が，適正かつ効率的に行われているかどうかを主

眼として実施した。  

監査に当たっては，当該監査対象団体を所管している市民部地域振興

課および同団体から関係書類の提出を求めるとともに，説明を聴取して

実施した。  

 

   高松市連合自治会連絡協議会（以下「協議会」という。）の概要  

   ア 設置目的  

     各小学校区（地区）連合自治会と連絡を密にし，自治会活動の指導

育成に努め，市民の福祉増進と市政の発展に寄与することを目的と

する。  

   イ 事務所所在地  

高松市番町一丁目８番１５号  

ウ 組織（平成１８年４月２８日現在）  

     ４６人の各小学校区（地区）連合自治会長をもって組織され，この

うち役員は１７人で，その内訳は会長１人，副会長３人，部会長３

人，理事７人，会計１人および監事２人である。  

   エ 実施事業（規約で定めている事業）  

      各小学校区（地区）連合自治会相互の連絡  

  自治会活動の総括的企画  

  自治会活動功労者の顕彰  

  市およびその他の関係諸団体との連絡協調  

  その他協議会の目的を達成するために必要なこと  

   オ 高松市との関係  

     高松市は，各小学校区（地区）連合自治会と連絡を密にし，自治会  

活動の指導育成に努め，市民の福祉増進と市政の発展に寄与している  

協議会に対し，財政的援助として，次表のとおり補助金を交付している。  
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（単位   円）  
補 助 金 の 名 称  平成１７年度補助金額  平成１８年度補助金額  

活 動 事 業 補 助 金  ７，７９０，０００  ７，９９０，０００  
 

   平成１８年度の補助金額については，交付決定額を記載している。  

カ 収支の状況  

     平成１７年度高松市連合自治会連絡協議会収支決算書  

     平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日まで  

     収入総額 ９，７２２，９８２円  

     支出総額 ９，６２０，９５９円  

     差引残額   １０２，０２３円（翌年度へ繰越し）  

内       訳  
収入の部  
                             （単位 円）  

区分  
科目  予算額（Ａ）  決算額（Ｂ）  比  較  

（Ａ）－（Ｂ）  
１  会 費  ８７５ ,０００  ８７５ ,０００   ０  

２  補 助 金  ８ ,２７８ ,０００  ８ ,３５６ ,１５０  △  ７８ ,１５０  

３  繰 越 金  ７２ ,０００  ７１ ,７９２   ２０８  

４  雑 収 入  ４２０ ,０００  ４２０ ,０４０  △  ４０  

合    計  ９ ,６４５ ,０００  ９ ,７２２ ,９８２  △ ７７ ,９８２  
 
支出の部  

（単位 円）  
区分  

科目  予算額（Ａ）  決算額（Ｂ）  比  較  
（Ａ）－（Ｂ）  

１  報 酬 費  ２,０１０,０００ ２,０００,２４９ ９,７５１

２  報 償 費  ３００ ,０００  ７５６ ,０３０  △  ４５６ ,０３０  
３  慶 弔 費  １３０ ,０００  ２００ ,０００  △  ７０ ,０００  
４  事 務 費  ５０ ,０００  １７０ ,２０５  △  １２０ ,２０５  
５  会 議 費  ４００ ,０００  ５５３ ,６３９  △  １５３ ,６３９  
６  手 数 料  ２１ ,０００  ２５ ,３０５  △   ４ ,３０５  
７  負 担 金  ４７９ ,０００  ４８７ ,６００  △    ８ ,６００  
８  役 務 費  ４９８ ,０００  ９６２ ,８８０  △  ４６４ ,８８０  
９  費 用 弁 償  １ ,７００ ,０００  １ ,３５１ ,０００  ３４９ ,０００  
10 事 業 活 動 費  ４ ,００７ ,０００  ３ ,１１４ ,０５１  ８９２ ,９４９  
11 予 備 費  ５０ ,０００    ０    ５０ ,０００  

合     計  ９ ,６４５ ,０００  ９ ,６２０ ,９５９  ２４ ,０４１  
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  監査の結果  

監査の結果，所管部局および監査対象団体の出納その他の事務につい  

ては，おおむね適正に処理されていたが，別記のとおり，所管部局の事

務の一部に改善を要する事項が認められる。  

なお，所管部局の改善を要する事項について，措置を講じたときは，

地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき，その旨を監査委員に通

知されたい。  

    今後とも，法令等を遵守し，より一層，厳正かつ適切な事務の執行に

努められたい。  

 

     今回の監査で指摘した事項  

所管部局（市民部地域振興課）に対するもの  

 ア  概算払により補助金を交付する理由を記載すべきもの                  

協議会活動事業補助金については，高松市補助金等交付規則第９条

第２項ならびに高松市会計規則第７９条第１項第３号および第２項

の規定を根拠として，支出の特例の一つである概算払をしているに

もかかわらず，同補助金交付決定伺決裁には，同交付規則第９条第

２項に規定する「特に必要があると認める理由」が記載されていな

いので，今後，同様の補助金を概算払により交付する場合は，概算

交付する正当な理由を決裁に明記されたい。  

イ 補助事業等実績報告書の添付書類を適正に提出させるべきもの         

     概算払による補助金の交付を受けた者は，高松市補助金等交付規則

第８条の規定により，補助事業が完了したときは，その完了の日から

起算して２０日以内に補助事業等実績報告書を提出しなければならな

いが，協議会活動事業補助金に係る補助事業等実績報告書は，規定に

基づき適正な期間内に提出されているものの，その資料として添付さ

れている収支決算書の日付は，上記の期間を徒過していたので，今後，

協議会に対し，補助事業等実績報告書に適正な資料を添付の上，提出

させるよう指導されたい。  


